
史
料
紹
介中

国
第
一
歴
史
画
案
館
所
蔵
の
『
順
天
府
棺
案
』
に
つ
い
て
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は
　
じ
　
め
　
に

　
『
順
天
庵
棺
案
』
と
は
、
清
代
の
順
天
府
及
び
所
属
の
州
県
に
残
さ
れ
た

公
文
書
の
呼
称
で
あ
る
。
清
幽
の
順
天
府
は
北
京
及
び
周
辺
の
五
州
十
九
県

を
統
括
し
た
。
こ
の
棺
案
は
、
北
京
周
辺
の
府
州
県
の
公
文
書
で
、
省
以
下

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
下
級
官
府
に
蓄
積
さ
れ
た
棺
案
（
地
方
冬
籠
）
で
あ
る
。

　
『
順
天
耳
翼
案
篇
は
、
解
放
以
前
の
華
北
農
村
社
会
史
を
考
察
す
る
う
え

で
、
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
『
順
天
面
癖
案
』
の
大
き
な
特

色
は
、
近
代
の
華
北
農
村
実
態
調
査
に
準
ず
る
村
レ
ベ
ル
の
情
報
を
、
前
近

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

代
に
お
い
て
把
握
で
き
る
可
能
性
を
持
つ
こ
と
に
あ
る
。

　
第
　
に
、
こ
の
櫨
案
に
は
、
州
県
と
在
地
郷
村
と
の
間
を
媒
介
し
た
原
文

書
が
残
存
し
、
里
、
村
、
家
族
な
ど
郷
村
の
基
層
レ
ベ
ル
の
情
報
を
入
乎
す

る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
従
来
の
地
方
志
や
文
集
史
料
よ
り
も
、
小
作
関
係

や
差
徳
負
担
な
ど
に
関
し
て
、
農
民
生
活
に
よ
り
接
近
し
た
記
述
を
得
る
こ

と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
そ
う
し
た
基
層
レ
ベ
ル
の
情
報
を
備
え
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
逆
に
清
代
の
側
か
ら
、
近
代
の
農
村
実
態
調
査
の
内
容
を
相
対
化

し
、
異
な
る
視
野
か
ら
検
証
で
き
る
素
材
で
も
あ
る
。
例
え
ば
、
近
代
に
お

け
る
村
落
慣
行
や
農
村
団
体
の
特
質
に
関
す
る
議
論
に
対
し
て
は
、
清
華
の

慣
行
や
原
基
的
な
村
の
特
質
を
考
察
す
る
作
業
を
通
し
て
、
手
掛
り
を
提
供

　
　
　
　
　
　
③

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
『
順
天
麿
棺
案
』
は
、
清
幽
に
お
け
る
華
北
郷
村

の
実
態
認
識
を
進
め
る
だ
け
で
な
く
、
近
代
の
調
査
報
告
を
補
足
し
検
証
し

て
い
く
役
割
を
も
果
た
す
史
料
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
本
稿
は
、
こ
の
『
順
天
府
棺
案
』
か
ら
、
今
後
、
華
北
農
村
社
会
史
の
情

報
を
入
乎
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
史
料
と
し
て
の
基
礎
的
、
概
括
的
な
知
見

を
得
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。

　
燐
寸
の
棺
案
は
、
従
来
、
非
常
に
限
定
さ
れ
た
範
囲
で
し
か
利
用
で
き
な
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か
っ
た
。
し
か
し
一
九
八
○
年
代
以
降
、
史
料
集
の
繋
馬
が
相
次
ぎ
、
梢
案

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

史
料
は
身
近
な
も
の
と
な
っ
た
。
現
在
で
は
、
そ
の
～
部
を
閲
覧
す
る
機
会

も
不
可
能
で
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
。
と
は
い
え
、
『
順
天
府
櫨
案
漏
は
ま
だ

広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
史
料
で
は
な
い
。
こ
の
棺
案
を
紹
介
し
、
史
料
的
に

考
察
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
な
作
業
で
あ
ろ
う
。

　
『
順
天
里
美
案
』
に
つ
い
て
は
、
現
在
ま
で
に
、
P
・
C
・
C
・
ホ
ァ
語

誌
、
鄭
望
都
、
寺
田
浩
明
氏
、
蒲
地
典
子
氏
が
雷
及
し
て
い
る
。
こ
の
な
か

で
、
寺
田
氏
と
蒲
地
氏
が
す
で
に
部
分
的
な
紹
介
を
行
な
っ
て
い
る
が
、
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

体
を
通
観
し
た
考
察
は
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
い
。

　
近
年
、
樒
案
史
料
の
閲
覧
が
比
較
的
に
可
能
に
な
り
、
『
順
天
府
棺
案
』

の
他
に
も
幾
つ
か
の
地
方
棺
案
を
利
用
し
た
研
究
が
、
相
次
い
で
発
表
さ
れ

て
い
る
。
早
く
は
『
聖
業
檎
案
外
を
利
用
し
た
闇
雲
輝
氏
、
D
・
C
・
バ
ッ

ク
ス
ボ
ウ
ム
氏
の
研
究
が
あ
っ
た
が
、
九
〇
年
代
以
降
に
は
、
P
・
C
・

C
・
ホ
ア
ン
氏
を
中
心
と
す
る
論
文
集
、
M
・
A
・
ア
リ
ー
氏
の
著
作
が
相

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

次
い
で
公
表
さ
れ
て
い
る
。

　
日
本
で
も
八
○
年
代
後
半
以
降
に
、
『
淡
新
製
案
』
を
利
用
し
た
滋
賀
秀

三
氏
の
業
績
と
、
国
立
国
会
図
書
館
所
蔵
の
『
太
湖
庁
棺
重
扇
を
紹
介
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

夫
馬
進
氏
の
論
考
を
得
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
地
方
楼
案
を
利
用
し
た
諸
研
究
の
特
色
は
、
何
よ
り
も
裁
判
史

料
を
中
心
に
据
え
た
考
察
に
あ
る
。
こ
れ
は
、
『
番
新
棺
案
臨
『
巴
県
櫨
案
』

な
ど
の
な
か
に
、
比
較
的
に
多
数
の
訴
訟
案
件
や
関
連
す
る
文
書
が
残
さ
れ

て
お
り
、
州
県
の
裁
判
の
手
続
き
に
つ
い
て
具
体
的
な
過
程
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
た
め
で
あ
る
。
現
在
、
州
県
の
棺
案
を
利
用
し
た
研
究
の
焦
点
は
、

州
県
の
訴
訟
や
裁
判
の
事
例
を
通
し
て
、
法
規
定
が
実
際
に
運
用
さ
れ
た
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

り
方
を
探
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
。

　
し
か
し
、
華
北
の
在
地
社
会
を
考
察
す
る
立
場
か
ら
『
順
天
府
棺
案
隔
に

注
目
す
る
本
稿
の
関
心
は
、
自
ず
と
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、

下
級
官
府
に
よ
る
統
治
活
動
の
産
物
と
し
て
の
棺
案
に
注
目
し
た
い
。
州
県

の
棺
案
は
、
郷
村
や
他
の
諸
官
府
と
の
文
書
の
や
り
と
り
の
な
か
で
作
成
さ

れ
た
も
の
で
、
訴
訟
や
裁
判
も
そ
う
し
た
官
府
の
行
政
活
動
の
一
端
に
他
な

ら
な
い
。

　
『
順
天
府
櫨
案
』
の
な
か
に
は
、
訴
状
を
含
め
た
申
請
文
書
、
保
証
書
、

承
諾
書
な
ど
、
郷
村
か
ら
官
府
に
提
出
さ
れ
た
原
文
書
、
及
び
官
府
が
発
出

し
た
回
覧
文
書
、
命
令
文
書
が
多
数
残
存
し
て
い
る
。
｝
体
、
そ
う
し
た
文

書
を
媒
介
と
し
て
、
郷
村
と
州
県
官
府
は
、
ど
の
よ
う
な
関
わ
り
を
持
っ
て

い
た
の
だ
ろ
う
か
。
櫨
案
の
文
書
か
ら
見
れ
ば
、
州
県
の
郷
村
行
政
は
ど
の

よ
う
な
姿
を
呈
す
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
う
し
た
関
心
に
基
づ
き

『
順
天
府
棺
案
』
の
文
書
を
考
察
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
①
第
一
歴
史
棺
案
館
で
は
「
全
面
原
則
」
と
い
う
方
法
で
棺
案
を
整
理
し
て
い
る
。

　
　
「
全
日
」
と
は
、
中
央
・
地
方
の
行
政
機
関
及
び
著
名
な
個
人
の
活
動
が
形
成
し
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中国第一歴吏棺案館所蔵の『順天府棺案』について（小田）

　
た
文
書
の
纏
ま
り
全
体
を
指
し
、
例
え
ば
、
内
閣
全
宗
、
軍
機
処
全
量
、
廃
帝
博

　
儀
岩
窟
、
順
天
府
全
島
な
ど
と
な
る
。
こ
れ
は
、
現
代
中
国
に
お
け
る
棺
案
の
整

　
理
方
法
に
準
じ
た
や
り
方
で
、
特
定
機
関
や
個
人
の
記
録
が
分
散
し
な
い
と
い
う

　
長
所
が
あ
る
（
甲
子
揚
「
試
論
明
清
棺
案
管
理
工
作
必
須
堅
持
集
中
統
一
和
按
全

　
宗
管
理
両
項
基
本
原
則
」
『
明
清
棺
案
与
歴
史
研
究
…
中
国
第
～
歴
史
棺
案
館

　
六
十
周
年
記
念
論
文
集
一
』
上
　
中
華
書
証
　
一
九
八
八
　
な
ど
）
。

　
　
「
地
方
三
糸
扁
と
い
う
呼
称
は
、
P
・
C
・
C
・
ホ
ア
ン
氏
が
州
県
の
棺
案
を

　
．
δ
o
鉱
9
「
o
悪
く
霧
．
と
呼
ん
だ
事
例
に
倣
っ
て
い
る
（
”
聞
ξ
ρ
O
．
出
ロ
磐
α
q

　
．
．
§
鴨
評
毯
§
縣
肉
ら
§
§
ミ
ミ
N
叙
恥
鼠
ミ
Q
ざ
界
面
§
さ
、
導
Q
へ
帖
謹
、
、
ω
欝
駄
o
a

　
¢
無
く
興
ω
陣
蔓
℃
お
。
。
。
。
一
り
。
。
ρ
噂
や
㎝
O
参
照
）
。
筆
者
は
一
九
九
三
年
二
月
～
九
月

　
に
「
順
天
府
棺
案
』
を
閲
覧
す
る
機
会
を
得
た
。
閲
覧
箇
所
は
、
巻
三
六
～
巻
四

　
一
、
銀
星
曝
～
巻
二
五
一
（
こ
の
部
分
は
乾
隆
～
同
治
の
文
書
は
全
部
閲
覧
し
た

　
が
、
光
緒
、
型
置
の
文
書
は
部
分
的
に
し
か
見
て
い
な
い
）
、
十
二
九
六
～
巻
三

　
〇
一
、
巻
毛
〇
六
・
二
三
〇
七
、
巻
三
三
一
・
巻
三
三
二
で
あ
る
。
『
順
天
府
樒

　
案
』
は
、
一
九
九
三
年
秋
よ
り
再
整
理
と
補
修
、
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
撮
影
の
た

　
め
、
閲
覧
が
停
止
さ
れ
て
い
る
。

②
例
え
ば
、
拙
稿
「
清
代
の
華
北
農
村
に
お
け
る
青
苗
会
に
つ
い
て
1
嘉
慶
年

　
間
以
降
の
順
天
府
宝
抵
県
の
事
例
よ
り
一
」
『
史
林
臨
七
八
－
一
　
一
九
九
五
、

　
拙
稿
門
十
九
世
紀
の
順
天
三
宝
抵
県
に
お
け
る
「
村
庄
」
と
「
村
庄
」
連
合
－

　
清
代
華
北
に
お
け
る
農
村
組
織
の
一
考
察
1
」
『
愛
知
大
学
国
際
問
題
研
究
所

　
紀
要
』
　
〇
七
　
～
九
九
七
。
ま
た
注
⑤
蒲
地
論
文
参
照
。

③
内
山
雅
生
『
中
国
華
北
農
村
経
済
研
究
序
説
』
金
沢
大
学
経
済
学
部
門
究
叢
轡

　
…
九
九
〇
、
注
②
拙
稿
参
照
。

④
軍
機
処
櫨
案
、
刑
科
題
本
、
朱
批
奏
摺
な
ど
中
央
機
関
の
櫨
案
を
収
録
し
た
史

　
料
集
と
と
も
に
、
地
方
考
案
も
幾
つ
か
出
版
さ
れ
て
い
る
。
哩
淡
新
棺
案
選
録
行

　
政
編
初
集
』
（
台
湾
文
献
叢
刊
二
九
五
）
台
湾
銀
行
経
済
研
究
室
　
一
九
七
一
、

　
山
蔓
婁
孔
府
櫨
案
史
料
門
中
』
　
一
～
十
九
冊
　
斉
童
話
社
　
一
九
八
八
、
『
孔
府

　
櫨
三
選
編
』
上
・
下
中
華
書
函
　
…
九
八
二
、
『
清
眼
乾
嘉
道
当
事
懸
案
選
編
』

　
上
　
四
川
大
学
出
版
社
　
一
九
八
九
、
『
清
代
巴
県
棺
案
塵
編
（
乾
隆
巻
）
㎞
棺
案

　
出
版
社
　
｝
九
九
一
　
な
ど
。
な
お
地
方
櫨
案
で
テ
ー
マ
別
に
編
集
整
理
さ
れ
た

　
も
の
は
含
ん
で
い
な
い
。

⑤
℃
議
帯
○
ρ
野
雪
α
Q
る
。
慧
ぞ
〉
「
。
鑓
く
①
霊
乱
ひ
Φ
ω
ε
母
。
｛
8
。
笹
ω
。
－

　
。
Σ
頸
巽
。
蔓
一
壷
巷
。
誹
。
｛
餌
照
魯
㌦
ω
菊
Φ
し
。
。
費
。
プ
ぎ
〇
三
舜
、
り
§
§
譜
9
篤
ミ

　
c
。
∴
同
り
。
。
卜
。
、
黄
宗
智
「
従
十
九
世
紀
歯
止
訴
訟
房
棺
案
風
巻
看
清
代
国
家
政
権

　
与
自
然
村
的
関
係
」
『
明
清
棺
山
号
歴
史
研
究
－
中
国
第
一
歴
史
棺
当
館
六
十

　
周
年
記
念
論
文
集
一
』
下
　
中
華
書
局
　
一
九
八
八
、
鄭
秦
『
清
三
旬
法
審
判

　
制
疫
研
究
』
特
に
第
六
章
　
湖
南
教
育
出
版
社
　
一
九
八
七
、
同
「
清
代
州
県
審

　
判
葉
影
」
「
清
史
論
叢
』
八
　
一
九
九
～
。
寺
田
浩
明
「
宝
垢
県
櫨
案
と
乾
隆
題

　
本
－
中
国
第
一
歴
史
首
櫓
館
見
聞
記
1
」
『
東
洋
法
制
史
研
究
会
通
信
』
四

　
一
九
八
九
。
蒲
地
典
子
「
清
季
華
北
の
「
郷
保
」
の
任
免
一
中
国
第
｝
歴
史
棺

　
案
館
蔵
『
順
天
府
全
宗
㎞
宝
抵
県
露
量
史
料
の
紹
介
を
兼
ね
て
」
『
近
代
中
国
研

　
究
彙
報
』
十
七
　
一
九
九
五
。
同
「
清
宋
華
北
に
お
け
る
叢
薄
の
聞
済
・
勒
索
」

　
「
近
代
中
国
研
究
彙
報
』
十
九
　
一
九
九
七
。

⑥
　
戴
炎
輝
上
清
代
台
湾
之
郷
治
』
（
台
湾
研
究
叢
刊
）
写
経
出
版
　
一
九
八
四
、

　
同
「
清
代
台
湾
に
お
け
る
訴
訟
手
続
き
に
つ
い
て
1
淡
翰
楼
案
を
資
料
と
し
て

　
一
」
四
国
家
学
会
雑
誌
』
八
一
…
三
・
四
　
～
九
六
八
。
O
鋤
く
罷
ρ
b
d
β
×
－

　
σ
窪
芦
．
ω
o
轟
①
》
し
・
罵
。
p
ω
o
｛
Ω
く
二
勺
δ
8
α
霞
Φ
自
。
巳
℃
昼
9
一
8
簿
ひ
。
↓
『
巨

　
ピ
Φ
＜
Φ
＝
コ
円
㊤
口
罫
ξ
鋤
蚕
室
ぎ
。
冨
蹄
。
ヨ
ミ
。
。
O
ε
一
。
。
り
㎝
．
’
き
ミ
ミ
N
駄
国
笥
§

　
恥
ミ
ミ
跨
ω
O
山
一
り
謡
．
他
に
八
○
年
代
の
も
の
と
し
て
、
ζ
包
ユ
①
ぎ
㊦
N
㊦
財
P

　
↓
ぎ
表
α
q
艮
。
｛
円
㊦
帰
塁
二
p
ζ
一
α
め
ぎ
α
q
O
り
一
調
轟
『
〉
ω
ε
忌
。
｛
ぴ
越
鳥
－
菊
㊦
－

　
同
象
＆
r
四
≦
。
。
蝕
扉
ヨ
チ
Φ
し
d
四
×
剛
黛
。
口
〉
「
9
一
く
Φ
切
、
魑
§
N
ミ
ミ
曼
出
鴇
§
恥
ミ
ミ
題

　
膳
O
－
ω
冨
。
。
①
が
あ
る
。
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九
〇
年
代
の
業
績
に
は
、
勺
訂
諏
℃
O
．
○
該
山
子
σ
Q
曽
し
d
㊥
ヨ
Φ
露
同
鼠
。
肖
ヨ
』

　
ζ
Φ
黛
巴
8
鎖
巳
凋
。
§
紘
〉
匹
」
二
百
。
巴
8
一
↓
ぎ
↓
露
a
開
ぐ
9
帥
写
。
｛
O
ぎ
σ
Q

　
9
く
臨
甘
。
。
警
Φ
．
冒
§
譜
ミ
O
ミ
謹
一
〇
－
ω
δ
④
ω
・
汽
9
侍
聞
旨
し
d
①
；
蕃
乙
〔
餌
巳

　
℃
ゴ
一
ξ
O
．
ρ
自
琶
茜
Φ
島
‘
O
ミ
N
卜
亀
罎
帖
嵩
Q
薦
§
胴
乱
§
袋
ミ
ら
§
G
ミ
§
、
．
甲

　
ω
訂
鼠
。
巳
〇
三
〈
①
H
ω
ξ
即
⑦
。
。
ω
一
㊤
り
餅
ζ
⇔
時
〉
■
≧
冨
ρ
卜
霜
§
§
糺
じ
ミ
N
浄
群

　
§
註
ト
ミ
馬
§
驚
蓋
ミ
O
ミ
ミ
、
さ
惑
鴨
ミ
§
帖
§
嵩
ミ
球
注
≦
ミ
馬
職
§
ミ
9
ミ
ミ
気
．
甲

　
ω
欝
駄
o
a
¢
巴
く
Φ
邑
蔓
軍
①
ω
ω
一
〇
逡
「

⑦
滋
賀
秀
三
「
淡
新
棺
案
の
初
歩
的
知
識
－
訴
訟
案
件
に
現
わ
れ
る
文
書
の
類

　
型
1
」
『
島
田
正
郎
博
士
頒
寿
記
念
論
集
　
東
洋
法
史
の
探
求
』
汲
古
書
院

　
一
九
八
七
、
隅
「
清
代
州
県
衙
門
に
お
け
る
訴
訟
を
め
ぐ
る
若
干
の
所
見
－
淡

　
新
棺
案
を
史
料
と
し
て
…
」
『
法
制
史
研
究
』
三
七
　
一
九
八
七
。
雌
馬
進

　
「
国
会
図
書
館
蔵
太
湖
庁
楢
案
に
見
る
訴
訟
と
裁
判
の
実
際
l
i
そ
の
初
歩
演
出

　
見
1
」
門
一
国
出
土
文
字
資
料
の
基
礎
的
研
究
隔
（
平
成
囚
年
度
科
学
研
究
費
補

　
助
金
総
合
研
究
A
研
究
成
果
報
告
書
）
一
九
九
三
。
他
に
、
唐
沢
靖
彦
「
話
す
こ

　
と
と
書
く
こ
と
の
は
ざ
ま
で
一
…
清
代
裁
判
文
書
に
お
け
る
供
述
書
の
テ
ク
ス
ト

　
性
1
」
咽
中
国
－
社
会
と
文
化
』
　
一
〇
　
一
九
九
五
。

⑧
例
え
ば
、
注
⑥
6
逡
溶
魯
げ
蔓
嵩
し
u
曾
喜
母
鼻
℃
運
首
ρ
0
．
ぎ
磐
σ
q
⑦
F
所

　
収
の
諸
論
文
、
寺
田
浩
明
氏
書
評
（
『
東
洋
史
研
究
』
五
四
－
四
　
　
九
九
六
）

　
参
照
。

一
　
騨
順
天
府
棺
案
』
の
概
略

案
の
整
理
は
、
一
九
七
四
年
末
か
ら
七
五
年
の
秋
頃
ま
で
、
約
七
カ
月
間
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

か
け
て
行
な
わ
れ
た
と
い
う
。
現
在
使
用
さ
れ
て
い
る
「
順
天
府
全
顎
案
巻

目
録
」
は
、
こ
の
時
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
目
録
で
は
、
文
書
の
内

容
を
考
慮
し
て
、
全
体
を
十
四
の
項
目
に
分
類
し
て
い
る
（
表
1
参
照
）
。

こ
の
目
録
は
す
で
に
寺
田
浩
明
氏
が
紹
介
し
て
い
る
が
、
論
述
の
都
合
上
、

再
度
引
用
し
て
お
く
こ
と
と
す
る
。

順天府全宗書巻EI録表1

番号 内容 巻 数量（巻）

ユ 職官官制 巻1～巻23 23

2 艮政警務 24－51 28

3 憲政 52～53 2

4 法律皿山 54－245 192

5 鎮圧革命運動 246～25ユ 6

6 軍務 252～272 21

7 財政金融 273～301 29

8 工業交通 302－304 3

9 農林商務 305～314 10

ユ0 外交往来 315～316 2

11 伝教教案 317 1

12 礼儀 318－32Q 3

13 文教衛生 321～323 3

14 其他 324～333 10

88　（88）

第
一
歴
史
棺
案
館
に
は
、
地
方
官
府
の
棺
案
が
九
つ
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。

『
順
天
府
棺
案
臨
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

　
『
順
天
府
棺
案
嚇
は
、
解
放
後
に
第
一
歴
史
棺
案
館
に
接
収
さ
れ
た
。
楼

　
『
順
天
府
棺
案
』
の
史
料
の
総
数
は
、
三
三
〇
巻
、
　
万
三
一
五
七
件
で

　
②
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

あ
る
。
ち
な
み
に
、
『
淡
新
棺
案
』
の
案
巻
の
総
数
は
＝
六
三
案
、
『
巴
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

棺
案
臨
の
史
料
の
総
数
は
一
〇
万
三
〇
〇
〇
余
件
で
あ
る
。
棺
案
の
数
え
方
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は
各
々
、
整
理
さ
れ
た
方
式
に
よ
っ
て
「
案
」
「
件
」
と
異
な
る
た
め
、
他

の
地
方
棺
案
と
比
較
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
『
順
天
府
櫨
案
』
は
、
『
淡
新

棺
案
隔
よ
り
も
多
く
、
『
巴
県
櫨
案
』
に
比
べ
る
と
か
な
り
少
な
い
規
模
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

は
な
い
か
と
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
以
下
、
ω
文
書
の
内
容
、
働

所
属
機
関
、
㈹
文
書
の
年
代
、
を
他
の
地
方
櫨
案
と
比
較
し
つ
つ
見
て
み
よ

、
つ
。

ω
文
書
の
内
容

　
表
1
の
目
録
を
見
る
と
、
4
「
法
律
題
詞
」
に
分
類
さ
れ
た
文
書
群
が
非

常
に
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
「
法
律
訟
詞
」
に
分
類
さ
れ
て
い
る
の
は
、
聴

獄
、
訴
訟
に
関
連
す
る
案
件
で
、
郷
村
か
ら
官
府
へ
決
裁
を
願
い
出
た
文
書
、

嘗
府
が
差
役
に
与
え
た
指
示
を
は
じ
め
、
監
獄
の
運
営
及
び
犯
罪
人
の
取
り

扱
い
の
記
録
な
ど
も
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
大
部
分
（
巻
九
五
～
巻

二
四
五
）
は
、
「
青
馬
田
土
銭
債
」
「
楡
盗
」
「
背
黒
」
の
訴
訟
案
件
で
あ
る
。

訴
訟
案
件
は
巻
数
に
し
て
、
『
順
天
府
棺
案
』
全
体
の
約
四
五
％
を
占
め
て

い
る
。

　
『
淡
新
撹
案
』
の
場
合
、
案
巻
総
数
の
五
〇
％
が
「
民
事
」
編
、
「
刑
事
」

　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

編
と
分
類
さ
れ
て
い
る
。
『
巴
県
梢
案
瓢
で
も
、
「
民
事
・
刑
事
訴
訟
を
含
め

て
状
紙
・
籏
票
・
傳
票
・
堂
訊
記
録
・
口
述
・
判
語
・
結
状
な
ど
は
、
全
部

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

の
里
腹
の
八
○
％
を
ほ
ぼ
占
め
る
」
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
州
県
の
棺
案
の

な
か
に
、
多
数
の
訴
訟
案
件
が
含
ま
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
そ
の
～
方
で
、
民
間
の
聴
獄
、
訴
訟
と
は
関
係
な
い
文
書
も
一
定
数
残
存

し
て
い
る
。
『
順
天
主
題
案
』
の
約
半
分
は
、
主
に
宮
庁
機
関
で
行
文
移
牒

さ
れ
た
照
会
文
書
、
行
政
運
営
に
関
連
し
た
帳
簿
類
や
地
図
な
ど
で
あ
る
。

ま
た
、
『
淡
新
魚
田
』
の
「
行
政
」
編
に
分
類
さ
れ
た
轟
音
は
、
五
〇
％
弱

　
　
　
　
　
　
③

を
占
め
て
い
る
し
、
史
料
総
数
が
圧
倒
的
に
少
な
い
『
太
湖
庁
翻
案
隔
の
場

合
で
も
、
全
三
一
件
の
う
ち
七
件
は
、
蘇
州
府
へ
の
米
価
の
報
告
や
獄
吏
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

役
食
銀
の
申
請
な
ど
、
行
政
の
運
営
に
つ
い
て
の
案
件
で
あ
る
。
訴
訟
案
件

な
ど
刑
政
の
文
書
で
は
な
く
、
姻
芦
冊
や
編
審
冊
な
ど
落
書
の
文
書
が
多
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

残
存
す
る
と
推
測
さ
れ
る
柵
工
の
事
例
も
あ
る
。

　
州
県
の
礎
案
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
な
お
慎
重
に
事
例
を
重
ね
る
必
要
が

あ
る
だ
ろ
う
。

ω
所
属
機
関

　
表
2
は
、
順
天
府
の
行
政
区
画
の
変
遷
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
表
2
か

ら
わ
か
る
よ
う
に
、
順
天
府
は
乾
隆
年
間
以
降
、
京
県
二
つ
を
含
め
て
五
州
、

十
九
県
を
統
括
し
た
。
「
順
天
府
全
宗
案
巻
目
録
」
に
記
載
さ
れ
た
細
目
の

見
出
し
で
は
、
順
天
府
、
昌
平
州
、
通
州
、
覇
州
、
宛
平
県
、
房
山
県
、
武

清
県
、
　
宝
抵
県
、
　
密
〒
河
州
、
　
｛
疋
醗
ハ
県
、
　
独
島
潤
県
、
　
密
帝
澱
県
、
　
檀
悩
慈
母
、
　
・
永
清

県
と
い
っ
た
諸
州
県
を
冠
し
た
櫨
案
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
う
ち
、
北
京
の
城
市
に
相
当
す
る
京
県
の
文
書
は
、
宛
平
県
の
も
の

が
僅
か
に
見
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
順
天
府
、
四
路
庁
の
文
書
も
多
数

89 （89）



表2　清代における順天府の行政区画の変遷

年代

〕ll頁i台元年（1644）

康煕元年（1662）

康煕ユ5年（1676）

康罪呉27年（1688）

雍正6年（1728）

雍正9年（1731）

草乞疑釜8年（ユ743）

光緒年「爺（1875～1908）

宣統年間（1908～1911）

行政区画の変遷・その他

京師に府タ・府丞・治中を置く。［領置］大興県・宛平県（京県）

同時に、遵化県に順天巡撫を駐衛させる。

1頃天巡撫を裁去。

昌平州などユ9州県を順天府の直属とする。

遵化県を州に升格させ直属とする。

直隷総督無量龍の奏議により、四馬捕盗同知を設置。

これ以降、東・西・南・北の四路庁が州県を分掌する。

通州・覇州・琢州・昌平州・遵化州所属の各県を順天府の直属とする

［三州・県］三州・三州・琢州・昌平州・葡州・遵化州・

　　　　大興県・宛平県・良二二・固重爆，・永清県・東安県・

　　　　香河県・三河県・武清県・宝抵県弓順義県・密雲県・

　　　　懐柔県・房山県・文安県・大城県・保定県

宝抵県を分かち寧河川を遣く。

遵化州を直隷州とし直：隷省に直属させる。これ以降順天府は、

5州19県（郡県2つを含む）及び四路庁同治を統括。

雲州・県1西路庁一琢州・大押出・宛平県・良郷県・房山県

　　　　網路二一覇州・固二二・永清県・東安県・文安県・大城

　　　　　　　　　県・保定県

　　　　東路庁一一通州・葡州・三河県・宝抵県・武清県・香河県・

　　　　　　　　　寧河県

　　　　北照準一一昌平州・1願義県・密雲県：・懐柔県・平谷県

憲政簿備処・統計処・警備処・学務総麗処・提督巡撫総局を増設ω

「順天府衙門分科自治章程」を擬定。

六科（総務科・民政科・学務課・司法科・勧業科〉の設置をはかる②。

史料　　ζ清史稿』巻54・地理1、巻116・職窟3。『清二二事例」巻ユ48、巻ユ090。

　　　光緒罫順天府志盈巻35・地理17。

　　（1）・（2）は、劉子揚編『清代地方官制考」277～278頁　紫禁城出版社　1988による。

と
は
雷
え
な
い
。
文
書
の
大
部
分
は
、
北
京
近
郊
の

州
県
の
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
最
も
多
数
の
棺
案
が

残
存
す
る
の
は
、
北
京
の
東
に
位
置
す
る
宝
抵
県
で

あ
る
。
先
の
4
「
法
律
訟
詞
」
の
文
書
は
ほ
と
ん
ど

隔
離
県
の
も
の
で
、
「
法
律
訟
詞
」
だ
け
で
も
『
順

天
一
団
案
』
の
巻
数
の
五
七
％
を
占
め
て
い
る
。
さ

ら
に
、
宝
論
罪
の
文
書
は
他
の
巻
に
も
分
散
し
て
含

ま
れ
て
お
り
、
他
の
州
県
に
比
べ
て
、
そ
の
総
数
は

圧
倒
的
に
多
い
。

　
一
嘗
天
府
贋
判
』
に
は
、
順
天
府
の
文
書
よ
り
も
、

州
県
の
文
書
が
多
く
残
存
し
て
い
る
。

㈲
　
文
書
の
年
代

　
最
も
古
い
文
書
は
雍
正
二
年
（
一
七
二
四
）
の
も

の
で
、
乾
隆
年
間
（
｝
七
三
六
～
九
五
）
の
文
書
も

若
干
残
存
し
て
い
る
。
し
か
し
大
部
分
は
、
嘉
慶
年

問
以
降
～
宣
統
末
年
（
一
七
九
六
～
一
九
～
～
）
の

文
書
で
あ
る
。

　
第
一
歴
史
檎
案
館
の
編
纂
に
よ
る
『
館
蔵
棺
案
概

述
』
で
は
、
「
順
天
府
全
宗
櫨
案
は
、
基
本
的
に
は

同
治
朝
（
～
八
六
二
～
七
四
）
以
降
の
も
の
で
あ

90　（90）
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⑪

る
」
と
解
説
し
て
い
る
。
確
か
に
、
3
「
憲
政
」
は
光
緒
期
（
一
八
七
五
～

一
九
〇
八
）
、
1
0
「
外
交
往
来
」
は
主
に
同
治
期
以
降
（
一
八
六
二
～
一
九

＝
）
の
文
書
で
あ
る
。
し
か
し
管
見
の
限
り
で
は
、
整
理
さ
れ
た
項
目
に

よ
っ
て
、
十
九
世
紀
前
半
或
い
は
前
近
代
を
推
測
し
得
る
史
料
が
か
な
り
残

さ
れ
て
い
る
。

「法律訟詞」の年代別の数値表3

年代 巻数（1｝A（％） 年数B 残存率A／B

乾隆（1736－1795） ＿＿＿A
嘉慶（1796一ユ820） 16．5　（U．2％） 25 0．66

道光（1821－1850） 45．5　（31．0％） 30 1．52

威勢（185H861） 14　　（9．5％） ユ1 1．27

同治（1862－1874） ユ6．5　（11．2％） 13 1．26

光緒・王統（1875－19U） 54．5　（37．1％） 37 1．47

合計 ユ47　　　ユ00．0％

1）　「法律：山詞」巻78～巻245の史料の年代を整理した。このなか

　には、嘉慶一宣統、道光一宣統などと、三つ以上の年代に及ぶも

のがユ3巻あるが、それらは除外した。1巻が嘉慶～道光、道光～
成豊などと二つの年代に及ぶ場合は、各年代について0．5と数え

　た。1巻には、20－30件の案件が含まれている。

2）第95巻、第ユ21巻、第ユ80巻に若干残存するのみである。

　
表
3
は
巻
七
八
～
巻
二
四
五
の
部
分
を
、
年
代
別
に
整
理
し
た
も
の
で
あ

る
。
『
順
天
府
棺
案
』
の
一
つ
の
巻
に
は
、
多
く
の
場
合
、
嘉
慶
～
宣
統
、

骨
頂
～
獣
身
な
ど
と
複
数
年
代
の
文
書
が
混
在
し
て
い
る
。
ま
た
一
つ
の
巻

の
内
部
は
、
ほ
と
ん
ど
未
整
理
の
状
態
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
棺
案
全
体
に

つ
い
て
文
書
の
年
代
を
数
量
的
に
把
握
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
そ
の
な
か
で
、

巻
七
八
～
巻
二
四
五
の
部
分
は
各
巻
ご
と
に
年
代
を
特
定
す
る
こ
と
が
比
較

的
に
可
能
な
部
分
で
あ
る
。
表
3
の
結
果
は
「
法
律
訟
詞
」
に
限
定
さ
れ
た

も
の
だ
が
、
ま
た
同
一
項
目
の
文
書
と
い
う
統
一
性
を
備
え
て
い
る
。

　
表
3
で
は
、
鋸
慶
～
宣
統
の
各
年
代
の
文
書
が
見
ら
れ
る
。
嘉
慶
年
間

（
一
七
九
六
～
一
八
二
〇
）
の
残
存
率
が
や
や
低
い
が
、
道
光
年
間
（
一
八

二
一
～
五
〇
）
以
降
は
ほ
ぼ
同
様
で
、
年
代
が
古
い
か
ら
残
存
率
が
悪
い
と

い
う
傾
向
は
特
に
見
ら
れ
な
い
。

　
『
淡
新
棺
案
』
で
は
、
嘉
慶
、
道
光
（
一
七
九
六
～
一
八
五
〇
）
の
案
件

が
非
常
に
少
な
く
、
『
順
天
府
二
品
』
よ
り
、
史
料
の
時
期
は
や
や
遅
い
。

「
主
と
し
て
成
豊
・
同
治
・
光
緒
（
一
八
五
一
～
一
九
〇
八
）
の
も
の
、
特

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
光
緒
期
（
一
八
七
五
～
一
九
〇
八
）
の
案
件
が
圧
倒
的
に
多
い
」
と
い
う
。

『
巴
県
棺
案
』
の
場
合
、
乾
酪
二
二
年
～
民
国
三
十
年
（
～
七
五
七
～
｝
九

四
｝
）
ま
で
広
く
残
存
し
て
い
る
。
道
光
か
ら
光
緒
年
間
（
　
八
　
＝
～
～

九
〇
八
）
の
史
料
が
多
数
を
占
め
る
が
、
亡
母
、
嘉
慶
（
　
七
五
七
～
｝
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

二
〇
）
の
文
書
も
全
体
の
十
一
％
に
達
す
る
。
他
に
、
康
煕
四
五
年
一
乾
隆
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三
六
年
（
一
七
〇
六
～
七
一
）
の
、
ま
と
ま
っ
た
編
審
冊
の
存
在
を
伝
え
る

　
　
　
　
⑭

撹
案
も
あ
る
。

　
地
方
三
三
の
大
部
分
は
、
十
九
琶
紀
の
文
書
と
考
え
ら
れ
る
が
、
十
八
枇

紀
の
文
書
も
比
較
的
に
残
存
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
以
上
、
『
順
天
三
三
案
』
の
概
略
を
述
べ
て
き
た
。
次
筋
以
下
で
は
、
文

書
の
特
色
を
考
察
す
る
作
業
に
移
ろ
う
。

①
『
順
天
府
櫨
案
』
の
整
理
工
作
に
直
接
に
携
わ
っ
た
陳
鎌
儀
女
史
の
お
話
に
も

　
と
つ
く
。
［
九
九
五
年
二
月
二
十
八
臼
、
第
一
歴
史
棺
三
三
に
て
説
明
を
う
か
が

　
う
機
会
を
得
た
。
棺
案
の
整
理
は
七
～
入
人
の
ス
タ
ッ
フ
が
担
当
し
、
常
蒔
作
業

　
に
携
わ
っ
た
の
は
二
～
三
人
だ
っ
た
と
い
う
。
現
在
進
行
中
で
あ
る
『
順
天
府
楢

　
案
』
の
補
修
と
再
整
理
の
作
業
で
は
、
従
来
の
分
類
項
目
（
表
1
）
は
変
化
さ
せ

　
ず
、
基
本
的
に
「
巻
」
の
内
部
を
再
整
理
す
る
方
針
で
あ
る
と
の
こ
と
だ
っ
た
。

②
こ
の
数
字
は
、
「
順
天
府
全
宗
巻
案
目
録
」
に
記
さ
れ
た
各
巻
の
史
料
件
数
を

　
合
算
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
件
の
棺
案
は
逓
常
、
複
数
の
文
書
か
ら
成
立
し
、
輿

　
地
図
、
簿
冊
、
訴
訟
案
件
な
ど
様
式
と
分
量
は
～
定
で
な
い
。

③
前
掲
明
淡
薪
三
三
選
録
行
政
編
初
集
隔
第
～
冊
、
二
言
。

④
こ
の
数
字
は
、
伍
月
琴
「
関
子
巴
県
樒
案
」
『
中
国
史
研
究
動
態
』
四
～
九

　
七
九
　
に
依
拠
し
て
い
る
。
な
お
、
比
較
的
瓢
し
い
一
室
代
乾
嘉
道
巴
県
棺
案
選

　
編
蝕
上
（
前
掲
）
序
言
、
『
清
代
巴
県
棺
案
騰
編
（
乾
隆
巻
）
』
（
甫
掲
）
緒
論

　
で
は
、
清
代
の
棺
案
総
数
を
一
｝
万
三
〇
〇
〇
余
巻
と
記
し
て
い
る
。
伍
仕
謙
氏

　
は
、
岡
一
の
出
来
事
に
関
す
る
一
連
の
文
書
、
分
断
で
き
な
い
一
続
き
の
文
書
を

　
一
件
と
数
え
て
お
り
、
原
則
的
に
『
瀬
天
府
棺
案
』
の
一
件
の
数
え
方
と
同
様
と

　
推
測
さ
れ
る
。
『
建
網
棺
案
』
に
つ
い
て
は
他
に
、
張
仲
仁
・
李
至
忠
「
歴
史
的

　
塊
珍
ー
ー
清
代
四
川
巴
県
棺
案
」
『
歴
史
棺
案
』
｝
九
八
六
一
二
　
参
照
。

⑤
『
淡
新
南
無
』
で
は
「
案
巻
」
「
案
」
が
一
件
文
書
で
あ
り
、
『
順
天
府
棺
案
』

　
の
門
案
件
」
或
い
は
「
件
」
に
相
当
す
る
（
前
掲
寺
田
論
文
参
照
）
。
『
順
天
府
撹

　
案
』
の
「
巻
」
は
整
理
と
保
管
の
都
合
上
、
便
宜
的
に
作
ら
れ
た
棺
案
案
件
の
ま

　
と
ま
り
で
あ
る
。

⑥
　
前
掲
『
淡
新
棺
案
選
録
行
政
編
初
集
』
第
一
冊
、
弁
言
。

⑦
前
掲
伍
巨
多
論
文
。

⑧
前
掲
呪
淡
新
棺
案
選
録
行
政
編
初
集
』
第
一
冊
、
弁
言
。

⑨
　
　
「
太
湖
理
畏
府
文
件
」
第
「
～
五
・
第
七
・
第
九
（
「
国
立
国
会
図
書
館
漢
籍

　
目
録
』
国
立
国
会
図
書
館
　
一
九
八
七
　
二
八
七
頁
）
。

⑩
溝
詰
氏
、
江
太
重
氏
ら
の
論
考
に
引
用
さ
れ
た
河
北
省
『
獲
山
県
榿
案
㎞
の
史

　
料
は
、
ほ
と
ん
ど
編
審
偲
・
畑
芦
冊
な
ど
戸
房
の
文
書
で
あ
る
。
濫
詰
・
唐
世
儒

　
「
獲
鹿
茸
編
審
柵
初
歩
研
究
」
『
清
史
研
究
集
h
三
　
［
九
八
二
、
江
三
新
「
従

　
二
代
獲
鹿
県
樹
案
看
庶
民
地
主
的
発
展
」
『
中
国
社
会
経
済
史
研
究
』
（
慶
門
大

　
学
）
…
九
九
「
一
「
、
江
太
萩
「
清
代
獲
鹿
県
人
ロ
試
探
」
『
中
国
社
会
経
済
史

　
研
究
』
（
中
国
社
会
科
学
院
経
済
研
究
所
）
一
九
九
一
－
ご
　
参
照
。

⑪
中
国
第
　
歴
史
櫨
案
三
編
『
中
国
第
一
歴
史
櫨
案
館
館
蔵
棺
案
概
述
』
櫨
案
出

　
版
社
　
一
九
八
五
　
一
七
七
頁
。

⑫
前
掲
滋
賀
論
文
¶
淡
新
櫨
案
の
初
歩
的
知
識
」
二
五
三
頁
。

⑬
前
掲
伍
仕
謙
論
文
掲
載
の
「
巴
県
棺
案
分
類
数
董
統
計
表
」
に
よ
る
。

⑭
前
掲
江
太
薪
論
文
「
従
上
代
獲
鹿
県
棺
案
看
庶
罠
地
主
的
発
展
」
参
照
。

二
　
噸
順
天
府
棺
案
瞼
の
文
書

　
『
順
天
府
櫨
案
』
は
、
府
、
州
、
県
と
郷
村
の
文
書
か
ら
成
立
し
て
い
る
。

「
順
天
麻
苧
宗
上
巻
目
録
」
の
細
目
に
は
、
以
下
の
文
書
様
式
を
見
い
だ
す
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こ
と
が
で
き
る
。

　
①
順
天
府
、
四
路
庁
、
州
県
の
間
に
お
け
る
往
来
文
書
（
「
申
文
」
「
呈

文
」
「
畜
文
」
な
ど
）
、
②
州
県
の
行
政
資
料
と
な
る
帳
簿
、
記
録
、
地
図

（「

ｴ
冊
」
「
賑
簿
」
「
表
」
「
輿
地
図
」
な
ど
）
、
③
州
県
官
府
が
郷
村
に
派

遣
す
る
差
役
に
与
え
た
指
令
書
及
び
そ
の
原
稿
、
復
命
書
（
「
票
稿
」
「
諭

稿
」
「
稟
」
）
、
④
官
府
が
郷
村
に
与
え
た
伝
達
文
（
「
示
」
「
告
示
」
）
、
⑤
郷

村
か
ら
官
府
へ
決
裁
を
願
い
出
た
訴
状
、
申
請
書
な
ど
（
「
稟
」
「
呈
」

「
状
」
）
、
⑥
郷
村
か
ら
官
府
に
提
出
さ
れ
た
保
証
書
、
誓
約
書
、
領
収
書
な

ど
（
「
保
状
」
「
連
結
」
「
認
状
」
「
交
状
」
）
、
⑦
民
間
の
契
約
文
書
（
「
地
契

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

約
」
「
借
約
」
「
分
家
単
」
）
な
ど
、
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
は
、
文
書
の
作
成
、
発
出
、
収
受
の
手
続
き
か
ら
、
府
、
州
、
県

に
お
け
る
行
文
移
牒
の
往
来
文
書
（
①
）
、
行
政
資
料
や
運
営
の
記
録
（
②
）
、

州
県
と
在
地
郷
村
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
文
書
（
③
～
⑥
）
、
郷
村
で
通
用

し
た
文
書
（
⑦
）
と
区
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
な
か
で
、
州
県
官
麻

の
統
治
が
郷
村
と
接
触
す
る
過
程
で
作
成
さ
れ
た
文
書
、
及
び
郷
村
か
ら
富

府
に
願
い
出
た
文
書
（
③
～
⑦
）
は
、
地
方
棺
案
を
特
色
づ
け
る
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。

　
な
お
、
契
約
文
書
は
、
従
来
、
民
間
で
作
成
さ
れ
通
用
す
る
文
書
で
あ
る
。

何
ら
か
の
必
要
が
あ
り
官
府
に
提
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
櫨
案
に
残
存

　
　
　
　
　
　
　
②

し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
『
清
潔
乾
嘉
道
巴
県
梢
案
選
編
』
で
は
か
な
り
多
数

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

の
契
約
文
書
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
が
、
『
順
天
府
檎
案
』
に
含
ま
れ
る
契
約

文
書
は
非
常
に
少
な
い
。

　
以
上
の
棺
案
の
文
書
は
、
多
く
の
場
合
、
…
連
の
出
来
事
の
記
録
（
案

件
）
と
し
て
残
存
し
て
い
る
（
第
四
節
参
照
）
。
例
え
ば
、
「
窩
鋪
」
（
番
小

屋
）
を
建
て
「
支
更
炎
」
（
夜
贈
り
人
夫
）
を
選
び
「
打
更
」
（
夜
回
り
）
を

指
示
す
る
案
件
で
は
、
順
天
府
四
路
庁
か
ら
各
県
へ
の
指
示
、
各
県
か
ら
郷

　
　
　
　
④

村
の
首
聖
人
へ
の
通
達
、
早
事
人
か
ら
県
へ
実
施
状
況
を
回
答
す
る
報
告
、

県
か
ら
一
事
入
へ
の
再
度
の
通
達
、
県
か
ら
眼
路
庁
へ
の
報
告
、
と
い
っ
た

具
合
に
、
複
数
の
文
書
が
出
来
事
の
経
緯
に
沿
っ
て
残
存
し
て
い
る
（
巻
四

〇
・
宝
抵
県
等
、
爲
遵
諭
筋
属
設
立
窩
舗
抜
干
支
更
巡
査
問
題
、
及
稟
報
辮

理
状
況
的
札
・
稟
等
）
。

　
文
書
の
作
成
、
発
出
、
収
受
が
郷
村
の
側
に
あ
る
文
書
（
③
～
⑥
）
は
、

州
県
行
政
の
多
様
な
案
件
の
な
か
に
現
れ
る
。

　
例
え
ば
、
訴
訟
案
件
は
そ
の
最
も
代
表
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
『
順
天
府
棺
案
瓢
の
場
合
、
コ
戸
婚
田
土
銭
債
」

「
親
思
」
「
闘
殴
」
の
案
は
、
巻
九
五
～
巻
二
四
五
を
占
め
、
櫨
案
全
体
の

四
五
％
に
相
当
し
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

　
ま
た
「
法
律
訟
詞
」
の
部
分
に
は
、
訴
訟
案
件
以
外
に
、
郷
保
の
交
替
と

選
任
に
関
す
る
案
件
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
案
件
は
、
差
役
が
郷
保
、

　
　
　
　
⑥

書
乎
、
車
群
、
歯
舞
人
に
与
え
た
通
達
、
郷
保
や
首
三
人
が
州
県
へ
提
出
し
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た
報
告
や
誓
約
書
を
多
数
残
し
て
い
る
（
巻
八
七
～
巻
九
四
・
順
天
麻
宝
抵

無
事
、
二
藍
明
言
所
属
郷
保
・
首
事
・
書
手
等
人
的
選
挙
撤
換
等
問
題
的
文

件
）
。

　
さ
ら
に
こ
の
他
に
も
、
州
県
と
郷
村
と
の
対
応
を
反
映
し
た
文
書
や
案
件

を
幾
つ
か
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
団
三
保
甲
の
実
施
に
つ
い
て

里
か
ら
州
県
に
報
告
し
た
案
件
（
巻
三
七
・
［
宝
抵
県
］
興
野
里
首
事
李
椿

等
、
関
干
警
報
挙
辮
団
練
保
甲
的
稟
文
、
及
某
県
編
露
里
甲
条
規
）
、
州
県

の
様
々
な
告
示
や
、
郷
村
か
ら
州
県
に
告
示
の
通
達
を
請
求
す
る
案
件
（
巻

四
一
・
宝
抵
県
評
、
二
三
出
示
暁
諭
鎮
圧
地
方
廟
会
維
持
治
安
、
査
禁
窩
婦

聚
賭
、
査
隼
盗
賊
、
禁
野
黙
認
禁
学
田
禾
尋
問
題
的
告
示
、
請
発
告
示
的
稟

文
）
な
ど
で
あ
る
。

　
州
県
が
直
接
に
郷
村
と
接
触
し
た
形
跡
を
留
め
る
文
書
、
案
件
は
、
『
順

天
府
棺
案
』
の
相
当
の
部
分
に
残
存
し
、
地
方
翻
案
の
中
心
的
な
内
容
と
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
文
書
、
案
件
に
は
、
県
以
下
の
毘
、
保
、

村
レ
ベ
ル
の
動
向
が
残
さ
れ
て
い
る
。
以
下
第
三
節
、
第
四
節
で
は
、
そ
う

し
た
文
書
の
様
式
、
案
件
の
形
態
を
見
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

①
手
元
に
記
録
の
あ
る
も
の
の
な
か
か
ら
挙
げ
れ
ば
、
①
に
は
、
巻
三
九
・
順
天

　
府
警
務
処
等
、
関
子
調
査
順
属
衙
署
・
局
所
人
数
、
各
地
戸
口
的
札
稿
・
呈
・
清

　
冊
等
、
巻
六
五
～
巻
七
七
・
順
天
府
宝
抵
県
下
、
関
子
辮
理
民
刑
案
犯
的
流
徒
逮

　
解
等
問
題
的
来
往
文
件
、
巻
三
〇
六
・
順
天
府
知
中
等
、
会
議
各
州
県
捕
蝿
繊
力

　
各
員
請
奨
、
及
各
属
呈
下
描
蝿
状
況
的
稟
等
、
巻
三
〇
七
・
東
路
庁
喪
具
勲
等
、

　
為
申
報
所
属
秋
夏
被
水
域
実
数
、
及
　
季
春
徴
事
理
順
天
府
歩
的
申
文
・
印
結
・

　
清
冊
。
な
ど
。
②
に
は
、
巻
三
六
・
定
興
・
宝
抵
県
造
送
県
属
全
境
與
図
、
巻
二

　
九
九
二
房
山
県
等
　
関
子
辮
理
旗
地
的
統
計
換
照
等
問
題
的
清
冊
・
表
等
、
三
三

　
〇
　
・
懐
柔
県
等
、
陰
干
料
理
地
白
銭
糧
・
園
田
膏
火
点
銭
買
徴
収
問
題
清
冊
・

　
三
韓
等
、
巻
三
三
丁
宝
抵
県
等
刑
房
稽
稿
・
稽
票
簿
、
な
ど
。
③
～
⑥
は
、
巻

　
三
七
・
［
宝
斌
県
］
興
保
里
首
事
李
椿
等
、
関
干
稟
報
挙
辮
団
練
保
甲
的
稟
文
、

　
及
某
王
手
嘉
保
甲
条
規
、
巻
九
五
～
巻
一
〇
八
・
順
天
府
宝
抵
県
、
関
干
土
地
・

　
地
租
糾
平
方
颪
的
案
巻
、
巻
二
四
七
・
宝
抵
県
等
、
為
呈
報
境
内
査
掌
逆
犯
劉
成

　
章
・
祝
現
、
井
鎮
圧
伝
習
江
湖
会
・
無
為
教
・
天
主
教
等
状
況
的
稟
申
及
告
示
等
、

　
な
ど
。
⑦
は
、
巻
三
二
二
・
民
戸
到
典
房
地
契
約
、
借
契
、
分
家
単
。

②
　
『
順
天
府
両
案
』
の
契
約
文
書
は
、
注
①
巻
三
三
二
の
他
に
、
巻
九
五
～
巻
二

　
四
五
の
訴
訟
案
件
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
。
訴
訟
案
件
に
含
ま
れ
る
も
の
は
、

　
訴
状
に
添
付
さ
れ
て
証
拠
や
説
明
の
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
（
前
掲
滋

　
賀
論
文
「
淡
新
棺
案
の
初
歩
的
知
識
」
二
六
四
頁
）
。
訴
訟
案
件
に
添
付
さ
れ
た

　
民
間
の
「
合
同
」
の
事
例
は
、
前
掲
拙
稿
「
十
九
世
紀
の
順
天
霊
宝
抵
県
に
お
け

　
る
「
村
庄
」
と
「
村
鑑
」
連
合
」
参
照
。

③
前
掲
『
清
代
目
嘉
道
巴
町
棺
案
選
編
』
上
各
類
土
地
房
塵
契
約
（
六
七
頁
～

　
一
四
一
頁
）
、
煤
・
各
類
契
約
（
二
五
七
頁
～
二
七
七
頁
）
。

④
最
も
事
例
の
多
い
宝
抵
県
の
場
合
、
里
ご
と
に
郷
保
、
書
乎
、
車
領
、
摺
辮
が

　
あ
り
、
保
、
甲
に
甲
長
、
牌
頭
が
あ
っ
た
。
翠
黛
人
は
、
従
来
自
生
的
な
郷
村
の

　
世
話
役
で
、
ほ
ぼ
村
ご
と
に
複
数
名
確
認
で
き
、
里
、
保
、
甲
の
職
役
だ
ち
と
と

　
も
に
徴
税
、
辮
差
、
治
安
維
持
な
ど
を
補
助
し
た
。
前
掲
拙
稿
「
清
代
の
華
北
農

　
村
に
お
け
る
青
苗
会
に
つ
い
て
」
参
照
。

⑤
里
に
お
い
て
治
安
維
持
と
徴
税
に
当
た
っ
た
（
「
査
郷
保
一
役
、
有
稽
察
地
方

　
承
催
租
糧
嚢
責
」
）
。
そ
の
任
免
は
官
府
の
許
可
を
必
要
と
し
た
。
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⑥
里
に
お
い
て
差
徳
の
徴
収
に
当
た
っ
た
。
順
天
府
に
は
「
重
臣
扁
と
呼
ば
れ
る

　
車
輌
や
馬
匹
を
提
供
す
る
差
徳
が
あ
り
（
「
陵
差
車
輔
、
則
旗
三
、
民
七
、
其
大

　
較
也
。
夫
與
車
而
外
、
若
騨
、
若
馬
、
若
州
、
…
…
」
光
緒
十
（
一
八
八
四
）
年

　
刊
咽
順
天
府
志
』
巻
五
一
・
食
貨
三
）
、
車
田
と
い
う
名
称
は
こ
れ
に
由
来
す
る

　
と
考
え
ら
れ
る
。
蒲
辮
は
、
車
領
の
補
助
役
で
あ
る
。

三
　
郷
村
の
信
望
－
文
書
の
様
式
と
規
格

　
中
央
・
地
方
の
諸
窟
庵
の
公
文
に
は
、
発
文
と
収
受
、
様
式
や
規
格
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
て
使
用
し
得
る
範
囲
が
あ
っ
た
。
郷
村
と
官
府
と
の
間
で
や
り
と
り
さ
れ

た
文
書
に
も
、
一
定
の
使
い
分
け
が
認
め
ら
れ
る
。
蓑
4
は
、
本
文
、
収
受

し
た
者
が
郷
村
の
側
に
あ
る
文
書
を
整
理
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
『
順

天
府
櫨
案
扁
全
体
を
厳
密
に
検
索
す
る
作
業
は
実
現
し
て
い
な
い
の
で
、
表

4
は
「
法
律
訟
詞
」
と
他
の
幾
つ
か
の
二
分
に
基
づ
く
限
定
的
な
所
見
で
あ

る
。
し
か
し
、
中
央
の
上
奏
や
諸
官
府
の
行
文
移
牒
の
様
式
に
比
べ
て
、
在

地
郷
村
に
到
達
す
る
楷
案
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
に
報
告
さ
れ
て
い
な
い

　
　
　
　
②

と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
を
整
理
し
て
お
く
こ
と
は
必
要
な
手
続
き
だ
ろ
う
。

　
郷
村
か
ら
官
府
に
提
出
さ
れ
る
文
書
（
上
行
文
書
）
は
、
「
稟
」
「
星
」

「
状
」
と
称
さ
れ
、
二
種
類
の
異
な
る
文
書
サ
イ
ズ
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
通
常
、
農
民
が
「
芦
隠
田
土
蜂
債
」
を
争
い
、
官
府
に
決
裁
を
願
い
出
る

訴
訟
の
文
書
は
、
「
呈
」
「
状
」
と
称
す
こ
と
が
多
い
。
折
り
畳
ん
だ
時
に
表

紙
と
な
る
文
書
の
冒
頭
中
央
に
「
呈
状
」
と
あ
り
、
文
面
の
最
初
の
字
句
は

表4　郷村の櫨案

文書様式 発文者　　　　一　収文者

上行文書 稟 郷保、書手、車領、牌頭、　甲長　　一一ゆ州県

科挙の資格取得者　　　一　州県

差役　　　　　　　　一　州県
，　「　「　．　．　■ 唖■　■　・e　■　凸　レ■　騨　鵬■　，　レの　●　r，　，　，．　，，

呈 農民　　　　　　　　一　州県

首事入、牌頭、甲長
一→ @州県

科挙の資格取得者
，　，　，　■　．　「

状 農民　　　　　　　　一　州県
■　●　「　．　．　．　　　　　　　　　，　e　o ・　　　　　　　　　　　　　　　　　■　e　噛　9　・　■　■　，　●　の　唖　，　，　，　謄　．　，　．　●　「　．　，　・　．　．　，

保状・一蓋 農畏　　　　　　　　一　州県

結状・茎状 郷保、牌頭、甲長、首事人　一→　州県

下行文書 示並樹 州県　一　郷保、牌頭、甲長、首三人

諭［諭稿］

o　■　■　■　．　レ●　．　謄●　●　，　，．　，　「 ．　，　r　r　．　．　，　，　　　．　曾　■　．　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　噛　辱　．　●　幽　，　レ　●　噸　，　鵬　P　●　，　，　，　．　，　「

票［暑夏］ 州県　　一一ゆ　差役　　（→　　郷保、農民）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

「
呈
」
乃
至
は
「
状
」
で
あ
る
。
状
況
に
応
じ
て
「
稟
」
と
称
し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
、
郷
保
、
書
手
、
笹
舟
、
甲
長
、
牌
頭
な
ど
、
官
府
と
郷
村
を
仲

介
す
る
者
が
、
催
科
、
辮
差
、
打
鳴
、
禁
止
な
ど
職
務
に
つ
い
て
報
告
し
差

し
出
す
文
書
は
「
稟
」
で
あ
る
。

　
「
状
」
は
、
文
書
の
内
容
に
よ
っ
て
、
「
甲
状
」
（
保
証
書
）
、
「
薫
煙
」
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（
承
諾
書
）
、
「
結
状
」
（
誓
約
書
）
、
「
勲
状
」
（
引
渡
し
証
明
書
）
な
ど
が
あ

る
。
こ
れ
ら
証
書
類
の
「
状
」
は
農
民
、
官
府
と
郷
村
を
仲
介
す
る
者
の
い

ず
れ
か
ら
も
提
出
さ
れ
る
。

　
一
方
、
叢
生
・
生
員
な
ど
科
挙
の
資
格
取
得
者
が
華
府
に
差
し
出
す
文
書

は
、
「
稟
」
乃
至
は
「
呈
」
で
あ
る
。
訴
訟
の
過
程
で
当
事
者
の
周
囲
の
者

が
調
停
し
、
「
息
訟
」
（
訴
訟
の
取
り
消
し
）
を
申
し
立
て
る
文
書
も
、
「
稟
」

「
呈
」
で
あ
る
。
「
息
訟
」
の
申
し
立
て
ば
連
名
で
あ
る
こ
と
が
多
く
、
首

事
人
、
族
長
な
ど
郷
村
の
世
話
役
や
有
力
者
、
科
挙
の
資
格
取
得
者
が
申
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

立
て
に
名
を
連
ね
る
場
合
が
あ
る
。

　
さ
ら
に
厳
密
な
観
察
が
必
要
で
あ
る
が
、
凡
そ
「
稟
」
は
、
官
府
の
職
務

に
関
わ
る
内
容
や
、
訴
訟
を
調
停
し
た
り
、
里
や
村
庄
の
問
題
を
代
表
す
る

　
⑤

な
ど
、
公
的
な
立
場
と
周
囲
が
見
な
し
ま
た
自
認
す
る
者
が
提
出
す
る
文
書

で
使
用
さ
れ
る
傾
向
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
「
呈
」
は
、
官
府
へ
の
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

し
立
て
文
書
の
一
般
的
な
様
式
と
見
当
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
上
行
文
書
の
規
格
と
サ
イ
ズ
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
～
は
訴
状
の
状
紙

で
あ
る
。
『
順
天
里
雪
案
』
の
訴
状
は
、
縦
書
が
三
二
㎝
、
日
付
部
分
ま
で

の
横
幅
が
約
八
五
㎝
で
、
『
淡
第
五
案
』
『
太
湖
庁
櫨
案
滅
に
準
じ
た
規
格
用

紙
の
書
式
を
確
認
で
き
る
。
訴
え
を
記
す
枡
目
部
分
は
、
二
五
字
×
一
二
行

（
三
〇
〇
字
）
で
、
こ
の
後
に
「
原
告
、
被
告
、
出
番
」
、
や
や
離
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

「
正
堂
　
批
」
の
文
字
、
さ
ら
に
日
付
位
置
が
予
め
印
刷
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
規
格
用
紙
は
、
農
民
の
訴
訟
｝
般
（
「
呈
」
「
状
」
）
、
「
息
訟
」
の
申

し
立
て
（
「
稟
」
「
呈
」
）
に
加
え
て
、
牌
頭
や
善
事
人
が
村
庄
や
里
全
体
の

問
題
を
官
府
に
訴
え
る
場
合
に
も
使
用
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
悪
質
な
郷

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

保
が
不
当
に
就
任
し
続
け
て
い
る
と
い
う
訴
え
や
、
賭
博
を
禁
止
す
る
布
告

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

を
官
府
に
請
求
す
る
場
合
は
、
規
格
用
紙
の
書
式
が
使
用
さ
れ
て
「
稟
」
で

あ
る
。
訴
状
の
状
紙
は
、
農
民
の
私
的
な
諄
い
だ
け
で
な
く
、
首
蔵
人
や
族

長
な
ど
郷
村
の
世
話
役
や
有
力
者
の
申
し
立
て
を
含
め
て
、
民
間
の
側
に
あ

る
者
が
広
く
官
府
に
決
裁
を
願
い
出
る
書
式
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
は
「
保
状
」
「
認
状
」
「
結
状
」
な
ど
の
証
書
類
の
規
格
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

『
順
天
置
字
案
』
で
は
、
証
書
類
は
、
訴
状
と
同
様
に
縦
幅
三
二
㎝
で
あ
る
。

書
案
に
残
る
証
書
類
は
多
く
の
場
合
、
罫
線
の
み
が
印
刷
さ
れ
た
用
紙
に
記

さ
れ
て
い
た
。

　
第
三
は
、
縦
幅
が
二
四
㎝
程
度
と
狭
く
、
升
目
も
罫
線
も
な
い
白
紙
の
書

式
で
あ
る
。
こ
の
書
式
は
郷
貫
、
書
手
、
車
領
な
ど
官
府
と
郷
村
を
仲
介
す

る
者
が
職
務
に
つ
い
て
報
告
す
る
「
稟
」
、
差
役
が
官
府
に
職
務
の
遂
行
を

報
告
す
る
復
命
書
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。
文
書
の
冒
頭
四
分
の
一
程
度
が
折

り
畳
ん
だ
時
に
表
紙
と
な
る
よ
う
空
白
と
さ
れ
、
中
央
に
「
稟
」
と
記
さ
れ

る
。
こ
の
書
式
は
、
官
府
の
職
務
に
関
わ
る
内
容
、
或
い
は
官
府
の
側
に
あ

る
者
が
文
書
を
提
出
す
る
時
の
書
式
だ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

　
上
行
文
書
を
含
め
て
官
府
へ
の
情
文
は
、
提
出
さ
れ
た
原
文
書
が
残
存
す
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る
。
こ
れ
に
対
し
て
官
府
か
ら
の
発
文
は
、
原
則
と
し
て
当
該
文
書
は
発
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

さ
れ
て
残
ら
ず
、
最
終
原
稿
が
櫨
案
に
残
存
す
る
。
従
っ
て
、
表
4
の
下
行

文
書
は
、
櫨
案
で
は
「
稿
」
で
あ
る
。

　
下
行
文
書
の
検
索
は
な
お
不
十
分
で
あ
る
が
、
官
府
か
ら
郷
村
に
伝
達
さ

れ
た
文
書
に
は
「
示
」
「
諭
」
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
文
書
は
、
差
役
の
手

で
郷
村
の
郷
保
、
望
事
人
な
ど
に
伝
達
さ
れ
た
。
ま
た
、
官
府
が
差
役
に
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

え
た
命
令
書
に
「
票
」
が
あ
っ
た
。
差
役
の
復
命
書
か
ら
窺
わ
れ
る
「
票
」

の
内
容
は
、
訴
訟
の
当
事
者
に
対
し
尋
問
聴
取
に
待
機
す
る
こ
と
を
求
め
た

指
示
、
郷
保
に
空
調
を
督
促
す
る
も
の
、
郷
保
と
首
事
人
に
対
し
て
堤
捻
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

修
築
を
指
示
す
る
も
の
な
ど
幅
広
い
。

　
こ
れ
ら
棺
案
に
綴
ら
れ
た
「
票
稿
」
「
諭
稿
」
な
ど
は
、
縦
幅
が
二
四
㎝

の
狭
い
文
書
で
あ
る
。
こ
の
他
に
、
訴
訟
案
件
に
含
ま
れ
る
開
廷
の
際
の

「
名
単
」
「
覆
名
単
」
や
、
走
り
書
き
さ
れ
た
尋
問
調
書
も
同
様
の
書
式
で

あ
る
。
縦
幅
の
狭
い
文
書
は
、
嘗
府
で
通
用
し
た
様
式
と
推
測
で
き
る
だ
ろ

⑭
う
。　

以
上
、
上
行
文
書
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
稟
」
「
呈
」
「
状
」
の
様
式
、
及
び
文
書
の
規
格
・
サ
イ
ズ
の
使
い
分
け
は
、

民
間
と
官
と
を
両
極
と
し
て
、
提
出
者
の
立
場
や
文
書
の
内
容
に
応
じ
て
選

択
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
民
間
と
宮
と
い
う
区
別
は
、
私
的
な
訴
え
と
、

雲
母
や
里
全
体
の
利
益
に
関
わ
る
申
し
立
て
及
び
官
麿
の
業
務
、
と
置
き
換

え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
①
例
え
ば
、
梶
偽
善
『
明
清
棺
案
概
論
』
四
翔
大
学
出
版
社
一
九
九
〇
第
七

　
　
章
　
な
ど
。

　
②
滋
賀
秀
三
氏
が
、
訴
訟
案
件
に
つ
い
て
文
書
の
様
式
と
規
格
を
考
察
し
て
い
る

　
　
の
が
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
事
例
で
あ
る
（
前
掲
滋
賀
論
文
［
淡
新
棺
案
の
初
歩
的
知

　
　
識
」
）
。

　
③
　
　
一
般
の
農
民
が
訴
状
で
「
稟
」
と
称
す
る
場
合
、
二
度
目
の
申
し
立
て
で
の
切

　
　
迫
し
た
気
持
ち
や
、
訴
え
の
重
大
性
を
強
調
し
て
い
る
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
例

　
　
え
ば
、
表
5
㈲
の
②
④
な
ど
。

　
④
例
え
ば
、
巻
一
五
三
「
具
稟
、
請
息
入
生
黒
白
兆
麟
・
武
生
一
国
櫟
・
旗
人
黄

　
　
宗
舜
・
質
立
昌
」
、
巻
一
九
八
「
具
稟
請
息
、
生
筆
工
振
東
、
寄
人
白
鳳
先
」
な

　
　
ど
。
ま
た
表
5
伺
の
⑧
⑨
参
照

　
⑤
巻
一
二
三
「
具
稟
、
和
楽
里
帯
辮
王
秀
如
・
閻
静
遼
・
日
生
王
漢
五
・
王
玉

　
　
堂
・
閻
文
礼
・
謝
美
生
・
郷
保
張
明
豊
。
爲
導
灯
自
差
不
公
、
叩
　
恩
鰭
念
、
里

　
　
窄
民
窮
、
恩
准
減
辮
馬
差
事
。
」
こ
の
訴
状
は
、
和
楽
里
に
お
け
る
「
辮
馬
差
事
」

　
　
（
馬
匹
を
供
出
す
る
差
揺
）
の
軽
減
を
求
め
て
い
る
。
ま
た
巻
一
五
六
「
具
稟
、

　
　
嘉
善
里
各
庄
首
箏
人
張
美
　
、
孫
福
安
、
田
祥
、
杜
士
彦
、
楊
巨
川
、
…
…
（
十

　
　
三
名
略
）
…
…
郷
保
平
起
発
、
引
張
玉
起
。
構
築
謀
飾
詞
、
妄
稟
陥
害
里
民
、
懇

　
　
恩
作
主
斧
断
准
保
郷
保
辮
公
事
」
こ
の
訴
状
は
、
首
事
人
張
美
一
等
が
公
輸
し
た

　
　
郷
保
張
起
発
以
外
に
、
不
正
に
郷
保
に
充
当
し
よ
う
と
す
る
者
が
あ
る
こ
と
を
訴

　
　
え
て
い
る
。

　
⑥
「
稟
」
「
呈
」
「
状
」
は
公
文
の
様
式
で
も
あ
る
。
い
ず
れ
も
上
行
文
書
で
、

　
　
「
稟
」
は
本
来
下
級
官
員
が
上
窟
に
差
し
出
す
私
的
な
文
書
、
「
呈
文
」
は
宋
代

　
　
に
始
ま
る
様
式
で
「
呈
状
」
と
称
し
た
。
清
代
に
は
「
稟
」
は
州
県
↓
総
督
・
巡

　
　
撫
な
ど
、
「
呈
文
」
は
提
督
↓
兵
部
、
道
・
府
↓
布
政
使
な
ど
で
使
用
さ
れ
た
。

　
　
¶
状
」
は
本
来
、
事
実
や
真
相
を
説
明
す
る
と
い
う
意
味
で
、
豊
代
に
は
一
般
民
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衆
が
投
訴
す
る
場
合
の
文
書
の
形
式
で
あ
る
（
朱
金
嵩
「
典
章
制
度
学
齢
選
登
」

　
『
歴
史
楼
案
』
　
～
九
八
七
－
二
・
三
、
前
掲
悦
道
善
岡
明
清
棺
案
概
論
』
　
一
四
三

　
頁
　
滋
賀
秀
三
『
清
代
中
国
の
法
と
裁
判
悟
了
文
役
　
～
九
八
四
　
四
七
頁
・
註

　
一
〇
五
。
）

⑦
門
順
天
書
影
案
』
を
含
め
地
方
棺
案
の
訴
状
は
、
文
書
の
サ
イ
ズ
、
升
器
の
字

　
数
、
予
め
印
刷
さ
れ
た
不
動
文
字
の
体
裁
な
と
に
つ
い
て
、
よ
く
似
た
規
格
が
認

　
め
ら
れ
る
（
前
掲
滋
賀
論
文
「
淡
新
雨
案
の
初
歩
的
知
識
」
、
前
掲
夫
馬
論
文
、

　
参
照
）
。

⑧
巻
一
＝
二
「
豊
麗
、
得
義
里
城
城
庄
牌
頭
揚
貴
臣
、
選
入
糞
徳
章
、
白
玉
徳
。

　
爲
坑
　
批
不
遵
、
私
行
挙
金
敷
保
、
叩
　
甲
山
審
訊
究
事
」
。
巻
二
二
七
「
具
呈
、

　
首
箏
民
人
骨
無
昌
・
劉
開
元
・
王
奉
先
・
張
美
平
・
劉
玉
書
・
韓
万
瑞
・
王
有

　
禄
・
王
宝
鐸
・
劉
塁
壁
等
。
…
…
切
。
本
庄
徐
得
太
、
徐
得
康
弟
兄
、
條
杖
素
強
、

　
兼
侍
伊
子
爵
徐
仲
文
充
当
儒
学
門
斗
、
欺
圧
庄
衆
、
無
人
敢
惹
」
村
内
の
乱
暴
者

　
の
処
罰
を
訴
え
て
い
る
。
ま
た
注
⑤
参
照
。

⑨
巻
＝
七
「
尚
節
里
蔭
注
店
庄
民
人
李
文
淳
、
好
礼
黒
西
広
林
木
六
郷
保
杜
敬

　
和
、
稟
請
賞
示
厳
禁
賭
樽
巻
」
。

⑩
『
淡
薪
棺
案
隔
で
は
、
訴
状
の
状
紙
は
縦
幅
三
二
㎝
、
認
書
類
は
四
〇
㎝
、
指

　
令
書
の
原
稿
、
差
役
の
復
命
書
、
法
廷
記
録
は
概
ね
二
五
㎝
と
報
告
が
あ
る
（
前

　
掲
滋
賀
論
文
「
淡
薪
櫨
案
の
初
歩
的
知
識
」
）
。
噸
太
湖
庁
棺
案
』
は
、
訴
状
の
状

　
紙
が
縦
幅
三
二
㎝
、
証
書
類
は
二
八
㎝
、
差
役
の
「
稟
」
、
蘇
州
府
か
ら
太
湖
庁

　
へ
の
「
関
文
」
「
札
」
な
ど
は
二
五
㎝
だ
っ
た
（
「
太
湖
理
民
田
文
件
」
第
一
～
六
、

　
第
～
八
～
二
五
）
。
訴
状
の
状
紙
と
富
府
の
文
書
の
サ
イ
ズ
は
、
『
順
天
身
柱
案
隔

　
を
含
め
て
大
き
く
異
な
っ
て
い
な
い
。
ま
た
証
書
類
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
富
府

　
の
文
書
に
比
較
し
て
大
判
で
あ
る
。

⑪
前
掲
滋
賀
論
文
「
淡
新
棺
案
の
初
歩
的
知
識
」
。

⑫
「
諭
」
「
票
」
は
公
文
の
様
式
で
も
あ
る
。
「
諭
」
は
、
霊
代
、
官
府
の
長
官
が

　
配
下
に
暁
諭
す
る
時
の
様
式
、
「
票
」
は
派
遣
さ
れ
た
官
吏
が
公
務
を
執
行
す
る

　
証
拠
と
し
た
文
書
で
、
「
原
票
」
「
火
票
」
「
差
票
」
な
ど
が
あ
っ
た
。
「
示
」
は
、

　
地
方
長
官
が
配
下
の
官
吏
、
人
民
に
通
知
す
る
様
式
で
、
官
吏
な
ど
狭
い
範
囲
に

　
通
知
す
る
も
の
が
「
示
」
、
広
く
人
民
に
知
ら
せ
る
も
の
が
「
告
示
」
と
い
う
。

　
（
前
掲
全
道
善
『
明
清
檎
案
概
論
㎞
一
四
七
～
四
八
頁
。
朱
金
甫
「
典
章
制
度
辞

　
解
選
登
」
『
歴
史
檎
案
睡
一
九
八
八
一
二
・
三
）
。

⑬
手
元
に
「
票
稿
」
の
記
録
を
欠
い
て
い
る
の
で
、
差
役
の
復
命
の
「
稟
」
か
ら

　
示
す
。
巻
九
五
「
具
稟
、
壮
頭
劉
進
忠
、
快
頭
□
永
安
、
自
頭
□
廷
良
。
爲
回
明

　
事
。
切
。
蒙
票
差
役
等
将
民
認
許
善
詩
具
聖
堂
弟
許
善
謹
呈
観
音
庵
香
火
地
回
全

　
行
零
種
…
…
各
等
情
、
案
内
人
等
伝
斉
候
勲
等
因
」
。
巻
九
〇
「
具
稟
、
田
頭
白

　
全
五
、
服
役
李
太
。
爲
圓
実
事
。
切
。
奉
唱
承
催
郷
保
、
採
買
号
車
・
管
束
・
天

　
棚
・
蕾
片
、
並
拉
運
営
米
車
領
等
張
」
。
巻
九
一
「
具
稟
、
心
頭
玉
福
三
。
爲
團

　
忍
事
。
切
。
奉
票
筋
令
郷
保
馬
徳
三
、
会
同
首
事
、
修
築
袖
針
河
堤
捻
等
因
」
。

⑭
「
票
」
や
「
告
示
」
の
原
文
書
は
、
大
判
で
あ
る
。
前
掲
滋
賀
論
文
「
淡
新
棺

　
案
の
初
歩
的
知
識
」
二
六
六
頁
。

四
　
郷
村
の
棺
案
一
案
件

　
あ
る
事
項
に
付
随
し
て
作
成
さ
れ
る
文
書
は
、
時
間
の
経
過
に
従
っ
て
蓄

積
さ
れ
、
案
件
（
文
書
フ
ァ
イ
ル
）
を
形
成
す
る
。
店
子
は
案
件
の
形
態
で

保
存
さ
れ
て
い
る
。
表
5
は
そ
う
し
た
案
件
の
構
成
の
事
例
で
あ
る
。
表
5

の
回
は
訴
訟
案
件
、
㈲
は
行
政
業
務
の
案
件
で
あ
る
。
訴
訟
案
件
と
行
政
業

務
の
案
件
は
、
「
法
律
訟
詞
」
に
一
般
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
順
天
府
棺
案
』
の
訴
訟
案
件
そ
の
も
の
は
、
ま
だ
十
分
に
考
察
さ
れ
て
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表5　棺案案件の構成

（a｝道光2年（1822）歩有祥が界有度に辱罵殴打された一件　　（巻215）

①訴状：「具状、民人歩兆熊、年二十九歳、住興保黒舞家庄」

②訴状：「具稟、案下民人罪兆熊」

③訴状：「具状、武生弄有瑞、年三十七歳、住興保里歩家庄」

④訴状1「具稟、民人罪有度、年五十三歳、住興保墨界家庄」

⑤差役の復命書：「具稟、快役張添来・壮頭董添来・豊役李廷柱・擬役劉秀峰」

⑥保証書：「具保皐、界光斗」

　　　　　：「具保纂、歩兆熊」

　　　　　；「具保状、牌頭歩有群・甲長サ徳成」

⑦訴状：「具状、民人界闇闇、年四十九歳、住興保野嫁劇

⑧和息の申し立て：r具稟、生員爾長需・罠人蘇算用・郡立山・罪開堺市族長・歩塚口、

　　　　　　　　　　住興保里田家中庄」

⑨　和息の申し立て：「甲羅、生員爾長日・民人蘇廷用・　立襟・界郵相・サ漢周」

⑩誓約書：「具脚結、y有全」

　　　　　：「具甘結、ヂ光斗」

（b）道光ユ4年（1834）月島の実施　　（巻88）

①　誓約轡

　　：「具甘結、鴨子音青頭李鐸・甲長劉起八、道沽［庄］牌頭白景義・翼長生国鳳、南

　　　河［庄1牌頭李相可・甲長李朝名、注曹［庄｝牌頭江士挙」　　道光14年10月22日

②郷保の報告：「具稟、生保里郷保三E支文」　　　　　道光14年10E22日
③　誓約書

　　　「具甘結、郷保王永年、長潮庄牌頭劉書、胡蕨沽庄甲長李文明、梁家付生長呉明屋、

　　　馬家庄玉偏魏占薫」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　？
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い
な
い
。
し
か
し
地
方
櫨
案
の
訴
訟
案
件
の
構
成
や
、
一
連
の
文
書
が
作
成

さ
れ
る
過
程
は
、
す
で
に
夫
馬
匹
氏
、
M
・
A
・
ア
リ
ー
氏
が
考
察
し
て
い

①る
。
『
順
天
府
雪
駄
』
か
ら
看
取
さ
れ
る
案
件
の
構
成
、
文
書
の
展
開
も
、

基
本
的
に
そ
れ
ら
と
大
き
く
異
な
ら
な
い
。
な
お
表
5
㈲
は
、
黒
馬
氏
、
ア

リ
ー
氏
が
あ
ま
り
注
意
を
払
っ
て
い
な
い
調
停
の
事
例
で
あ
る
。

　
ま
だ
『
順
天
府
櫨
案
聯
の
行
政
業
務
の
案
件
に
つ
い
て
は
、
蒲
地
典
子
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

が
郷
保
の
交
替
と
選
出
に
関
す
る
案
件
を
紹
介
し
て
い
る
。
蒲
地
氏
の
関
心

は
、
郷
保
の
郷
村
社
会
に
お
け
る
役
割
に
あ
る
が
、
案
件
の
構
成
や
～
連
の

文
書
が
作
成
さ
れ
る
過
程
も
窺
う
こ
と
が
で
き
る
。
蓑
5
㈲
で
は
、
蒲
地
氏

が
紹
介
し
た
警
保
の
選
出
の
事
例
と
は
異
な
る
、
打
更
の
実
施
に
関
す
る
案

件
を
示
し
て
お
い
た
。

　
以
下
で
は
、
従
来
の
考
察
で
は
十
分
に
議
論
さ
れ
て
い
な
い
棺
案
案
件
の

史
料
面
に
つ
い
て
、
若
干
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。

　
第
　
に
、
案
件
に
綴
ら
れ
て
い
る
の
は
、
前
節
で
見
た
「
稟
」
「
呈
」

「
状
」
な
ど
出
来
事
の
経
緯
に
沿
っ
て
作
成
さ
れ
た
郷
村
と
官
府
の
文
書
で

あ
る
。
棺
案
の
案
件
が
伝
達
す
る
郷
村
の
出
来
事
は
、
官
府
と
郷
村
の
嶺
事

者
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
複
数
の
文
書
の
集
積
と
し
て
表
現
さ
れ
る
。
即
ち
、

棺
案
案
件
で
は
、
『
地
方
志
偏
の
記
述
や
中
央
機
関
へ
の
上
奏
な
ど
の
よ
う

に
、
出
来
事
の
経
緯
全
体
が
特
定
の
書
き
手
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
て
は
い

な
い
。

　
こ
う
し
た
原
史
料
か
ら
郷
村
の
出
来
事
を
再
構
成
す
る
作
業
は
、
ア
リ
ー

氏
、
蒲
地
氏
が
す
で
に
試
み
て
い
る
。
両
氏
は
、
案
件
を
分
断
せ
ず
に
扱
う

こ
と
に
よ
っ
て
出
来
事
の
経
緯
を
把
握
す
る
と
い
う
手
続
き
を
実
践
的
に
提

　
　
　
　
③

示
し
て
い
る
。
凡
そ
、
案
件
全
体
を
取
り
扱
う
こ
と
は
基
本
原
則
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
現
段
階
で
は
、
案
件
を
扱
う
方
法
に
つ
い
て
、
ま
だ
合
意
を
経
た
も

の
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
訴
訟
案
件
は
そ
の
性
格
上
、
当
事
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
故
意
に
詐
称
し
た
り
、
恣
意
性
の
強
い
文
書
を
含
む
こ
と
が
多
い
。
そ
う

し
た
案
件
で
は
、
出
来
事
の
客
観
的
な
事
実
を
的
確
に
認
定
し
難
い
と
い
う

問
題
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
作
為
や
恣
意
を
含
む
文
書
や
案
件
を
郷
村
研
究

に
お
い
て
扱
う
場
合
、
む
し
ろ
、
ど
の
よ
う
な
性
格
の
事
実
を
把
握
し
得
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

の
か
と
い
っ
た
観
点
が
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
二
に
、
一
つ
の
案
件
は
、
常
に
端
緒
や
顛
末
を
備
え
た
も
の
と
は
限
ら

な
い
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
表
5
同
は
同
族
ど
う
し
の
傷
害
事
件
で
、
原

告
の
訴
え
（
①
）
と
被
告
の
訴
え
（
②
）
に
始
ま
り
、
関
係
者
の
訴
え
（
③

④
⑦
）
、
官
府
の
指
示
に
対
す
る
復
命
（
⑤
）
、
周
囲
の
有
力
者
の
調
停
（
⑧

⑨
）
を
経
て
、
当
事
者
の
誓
約
書
（
⑩
）
で
終
結
し
、
～
連
の
推
移
を
形
成

し
て
い
る
。
し
か
し
㈲
は
、
郷
村
の
墨
染
、
甲
長
か
ら
提
出
さ
れ
た
誓
約
書

（
①
③
⑤
⑥
）
、
心
当
の
報
告
（
②
）
、
悲
心
の
指
示
に
対
す
る
復
命
（
④
）

か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
出
来
事
の
経
緯
に
沿
っ
て
順
次
作
成
さ
れ
た
と
い

う
よ
り
も
、
郷
村
か
ら
相
次
い
で
寄
せ
ら
れ
た
文
書
の
集
積
で
あ
る
。
全
体
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の
内
容
か
ら
判
断
す
る
と
、
①
の
前
に
何
か
官
府
の
通
達
が
あ
っ
た
も
の
と

も
推
測
さ
れ
る
が
文
書
は
欠
け
て
い
る
。

　
P
・
ホ
ア
ン
氏
は
、
調
査
し
た
訴
訟
案
件
｝
一
八
件
に
つ
い
て
、
判
決
を

下
さ
れ
た
も
の
四
五
件
、
調
停
で
解
決
さ
れ
た
も
の
四
五
件
、
結
末
が
不
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

で
あ
る
も
の
二
六
件
、
却
下
さ
れ
た
も
の
二
件
と
分
類
し
て
い
る
。
筆
者
が

閲
覧
し
た
範
囲
で
も
、
郷
保
の
就
任
に
つ
い
て
、
当
事
者
の
誓
約
書
の
み
が

残
さ
れ
て
い
た
り
、
「
准
」
（
受
理
）
の
書
き
込
み
は
あ
る
が
、
訴
状
が
二
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

だ
け
で
終
わ
っ
て
い
る
な
ど
、
～
見
す
る
と
最
初
が
欠
け
て
い
た
り
、
中
途

半
端
な
案
件
が
認
め
ら
れ
た
。

　
こ
う
し
た
案
件
は
、
破
損
や
紛
失
し
た
た
め
と
ま
ず
考
え
ら
れ
る
が
、
一

概
に
そ
れ
の
み
と
も
限
ら
な
い
。
櫨
案
の
文
書
は
、
郷
村
と
官
府
が
接
触
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
残
存
す
る
。
官
府
が
介
在
す
る
必
要
が
な
く
、

ま
た
官
府
に
差
し
出
す
必
要
が
な
け
れ
ば
、
も
と
も
と
文
書
は
残
存
し
な
い
。

　
『
淡
薪
棺
案
』
の
訴
訟
案
件
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
開
廷
に
至
ら
ず
和
解
も

成
立
し
て
い
な
い
「
立
ち
消
え
」
の
案
件
は
五
〇
％
に
の
ぼ
る
が
、
そ
れ
ら

は
官
側
で
は
「
註
錆
」
の
処
置
で
決
着
し
て
お
り
、
訴
え
た
当
事
者
の
側
で

は
、
何
ら
か
の
理
由
で
そ
れ
以
上
争
う
必
要
や
意
欲
が
な
く
な
り
放
置
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

た
の
で
あ
ろ
う
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
先
の
表
5
㈲
の
場
合
も
、
も
と
も
と

先
行
部
分
は
必
要
な
か
っ
た
と
理
解
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
櫨
案
案
件
を
取
り
扱
う
手
続
き
は
、
今
後
具
体
的
な
考
察
の
な
か
で
示
し

て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
①
　
前
掲
夫
馬
論
文
、
前
掲
≧
♂
⑦
著
O
訂
や
ρ
♪
9
q

②
前
掲
蒲
地
論
文
「
清
季
華
北
の
「
郷
保
」
の
任
免
」
「
清
末
華
北
に
お
け
る
郷

　
　
保
の
敲
詐
・
勒
索
」
。

③
注
①
、
注
②
参
照
。

④
前
掲
滋
賀
論
文
「
説
林
州
県
衙
門
に
お
け
る
訴
訟
を
め
ぐ
る
若
干
の
所
見
」
四

　
　
三
頁
参
照
。

　
⑤
訴
状
に
頻
出
す
る
誇
張
や
作
為
は
、
出
来
事
の
客
観
的
な
事
実
で
は
な
い
が
、

　
　
提
訴
者
の
主
観
や
訴
訟
を
め
ぐ
る
戦
略
と
い
う
側
薗
の
事
実
と
考
え
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
（
夫
馬
進
「
訟
師
秘
本
心
立
曹
遺
筆
』
の
出
現
」
『
史
林
』
七
七
－
二
　
～

　
　
九
九
四
）
。

　
⑥
前
掲
閏
轟
p
α
Q
論
文
切
。
け
≦
㊦
①
口
ぎ
｛
o
H
ヨ
鉦
竃
㊦
象
簿
瓜
。
嵩
窪
山
閏
。
舞
巴
〉
昏

　
　
三
月
。
鋤
篇
。
口
．
℃
』
O
◎

　
⑦
　
郷
保
の
交
替
と
就
任
の
案
件
は
巻
八
七
～
巻
九
四
。
巻
二
〇
四
「
具
状
、
民
入

　
　
子
常
太
、
住
尚
且
里
　
書
舗
干
家
槽
」
¶
具
状
、
民
人
子
大
貴
、
二
二
節
黒
干
家

　
　
槽
庄
」
訴
状
の
み
の
案
件
で
あ
る
。

　
⑧
前
掲
滋
賀
論
文
「
三
代
州
県
衙
門
に
お
け
る
訴
訟
を
め
ぐ
る
若
干
の
所
見
」
。

お
　
わ
　
り
　
に

　
説
文
、
収
受
が
郷
村
の
側
に
あ
る
文
書
、
ま
た
そ
れ
ら
の
文
書
を
含
ん
だ

案
件
は
、
州
県
の
棺
案
を
特
色
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
魍
順
天
府
鴬
遷
』
に

は
、
そ
う
し
た
郷
村
の
棺
案
が
多
数
残
存
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
郷
村
と
官
府

を
仲
介
し
た
文
書
、
案
件
は
、
黒
、
村
レ
ベ
ル
の
出
来
事
や
、
州
県
が
郷
村
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に
課
し
た
行
政
業
務
の
内
容
と
手
続
き
を
私
た
ち
に
伝
達
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
『
順
天
頑
強
案
』
を
含
め
て
州
県
の
梢
案
に
は
、
上
奏
や
中
央
宮
府
の
棺

案
が
、
外
交
や
政
治
史
の
諸
事
件
、
少
数
民
族
の
統
治
、
省
レ
ベ
ル
の
経
済

動
向
な
ど
に
つ
い
て
情
報
を
提
供
す
る
の
と
は
異
な
っ
た
役
割
を
期
待
で
き

　
　
　
　
　
　
①

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
基
本
的
に
当
該
州
県
を
範
囲
と
し
て
、
ミ

ク
ロ
な
郷
村
の
日
常
的
な
様
相
を
伝
達
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

で
、
家
譜
や
契
約
文
書
な
ど
、
郷
村
で
作
成
さ
れ
た
文
書
に
通
ず
る
側
面
を

持
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
州
県
の
棺
案
は
、
民
間
の
契
約
文
書
や
家
譜
と
も
ま
た
区
別
さ
れ

る
史
料
で
あ
る
。
櫨
案
案
件
の
文
書
は
、
官
府
と
の
接
触
、
或
い
は
官
府
の

介
入
を
受
け
る
な
か
で
順
次
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
郷
村
で
の
出
来
事

の
詳
細
な
記
述
を
含
む
に
し
て
も
、
郷
村
の
み
で
完
結
し
た
史
料
で
は
な
い
。

契
約
文
書
や
家
譜
、
一
部
の
郷
鎮
志
が
、
行
政
機
関
の
働
き
か
け
と
は
無
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

係
に
、
ま
っ
た
く
在
地
郷
村
の
側
で
生
み
出
さ
れ
た
の
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
魍
順
天
府
棺
案
』
は
、
二
十
世
紀
初
頭
に
華
北
農
村
実
態

調
査
が
行
な
わ
れ
る
以
前
に
あ
っ
て
、
家
族
婚
姻
、
債
務
契
約
、
小
作
関
係

な
ど
郷
村
の
基
層
レ
ベ
ル
の
出
来
事
を
記
載
し
た
数
少
な
い
記
録
の
一
つ
で

あ
る
。
ま
た
『
順
天
府
棺
案
』
は
、
州
県
と
い
う
制
度
化
さ
れ
た
「
公
」
と
、

郷
村
の
領
域
が
交
錯
す
る
様
相
を
見
せ
て
く
れ
る
史
料
で
も
あ
る
。

　
①
　
上
奏
、
中
央
機
関
の
棺
案
の
概
略
は
、
荘
吉
発
『
故
富
棺
案
述
略
㎞
国
立
故
宮

　
博
物
院
　
一
九
八
三
　
第
二
章
・
第
四
節
「
漢
文
奏
摺
的
史
料
価
値
」
前
掲
『
申

　
国
乱
｝
歴
史
三
三
館
館
蔵
棺
案
概
述
臨
第
三
章
～
第
十
三
章
　
参
照
。

②
契
約
文
書
に
つ
い
て
は
、
岸
本
美
緒
「
明
清
契
約
文
書
偏
滋
賀
秀
三
編
『
中
国

　
法
制
史
！
基
本
資
料
の
研
究
－
輪
東
大
出
版
会
　
一
九
九
～
二
。

③
森
正
夫
「
江
南
デ
ル
タ
の
郷
鎮
志
に
つ
い
て
i
明
後
半
期
を
中
心
に
一
」

　
『
明
末
清
初
の
社
会
と
文
化
隔
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
　
一
九
九
六
。

　
（
名
士
口
屋
大
学
山
人
学
院
文
巌
ず
研
究
科
研
閉
殖
九
生
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